
対象；中堅社員 総務・労務・人事担当者 

 

 

 

 

 

岡崎商工会議所 中小企業相談所 

 

 

 
 

【日 時】 平成 26 年８月７日（木） 

      13:15～16:15 

【会 場】 岡崎商工会議所 ４階 

      402 会議室 

【講 師】 アライツ社労士事務所 

      所長 浅野 貴之 氏 

【受講料】 １名につき 6,100 円 

     （但し、岡崎商工会議所会員は 

3,100 円）消費税込 

【申込先】 岡崎商工会議所 担当 今泉 

      ℡53-6500 fax53-0101 

【振込先】 ・岡崎信用金庫 

       本店 普通 0027917 

      ・三菱東京 UFJ 銀行 

       岡崎支店 普通 0541451 

      口座名義；岡崎商工会議所 

 

【内 容】 

１．労働保険と社会保険の実務注意点 

２．誤りやすい事例～こんなときはどうするの？ 

 １）社会保険で傷病手当金申請後、労災と主張⁉ 

－傷病手当金は取り下げ？ 

 ２）交通事故が通勤途中（労災）だったら？ 

－相手の自賠責を優先するのが正しいのか？ 

 ３）出産・育児休業に関わる手続きの注意点 

   －今年度から社会保険料の免除制度が変更に 

  ４）扶養に掛かる取扱い 

－年度の途中での扶養加入は、今までの収入？ 

５）退職にまつわる実務、担当者が知って 

おくべきこと 

   －労働保険（雇用保険）の失業給付 

   －退職後の健康保険の加入 

３．その他実務改正点等 

 

【お申込み】ＦＡＸ：５３－０１０１ 岡崎商工会議所 今泉 行 
 

「労働保険と社会保険 誤りやすい事柄と実務」【８月７日（木）】申込書 

受 講 者 氏 名（ふりがな） 受 講 者 氏 名（ふりがな） 

 

（         ） 
（         ） 

事業所名  
業

種 
 従業員数 名 

連絡担当者名 
 

ＴＥＬ 
 

ＦＡＸ 
 

○ご記入いただいた情報は、岡崎商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用するのをはじめ、講師には参加者名簿として配付します。 

事例から確認！こんなときはどうするの？ 

労働保険と社会保険 誤りやすい事柄と実務 

労働保険、社会保険の実務における注意点を再確認し、その後は事例を基

に、誤りやすい点を解説します。 

ポイント 


